
第23回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

第23回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、「事
業報告」の「会社の体制及び方針」、「連結計算書類」の「連結株
主資本等変動計算書及びその他の注記」並びに「計算書類」の「株
主資本等変動計算書及びその他の注記」につきましては、法令及び
当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサ
イト（アドレス https://www.jbr.co.jp/ir_info/）に掲載しており
ます。

表紙



６．会社の体制及び方針
(1)　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業
務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社では、2006年５月15日開催の取締役会において、会社法第362条第４項第６号に規
定する体制の整備について決議し、その後の状況を鑑み、2014年６月20日付で一部内容を
修正しております。又、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会
社法施行規則の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が2015年５月１日に施
行されたことに伴い、2015年６月22日開催の取締役会において内容を一部改定し、その後
当社グループの組織再編に合わせて、2016年６月24日開催の取締役会において内容を一部
改定しております。なお、改定内容は、当社グループの社内カンパニー制への移行に伴う社
内組織の再編成及び業務分掌の変更に合わせて、具体的かつ明確な表現へ変更したものであ
ります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．取締役会は、取締役会規程及び取締役会付議基準に従い、会社の業務執行の意思決定

を行い、執行役員並びにカンパニー（領域及びプラットフォームの総称）及び室（以
下「カンパニー等」といいます。）の長から会社の業務執行状況の報告を受け、取締
役の職務執行を監視・監督します。

ｂ．当社の業務執行体制として、稟議規程、取締役会付議基準、組織規程、職務権限規程
及び業務分掌規程により、各カンパニー等の職務権限を明確にし、指揮命令系統を明
らかにするとともに、各カンパニー間の相互牽制を機能させます。

ｃ．取締役会は、コンプライアンス全体の総責任者に取締役社長を任命し、取締役社長の
強いリーダーシップの下、企業行動基準、コンプライアンス・ガイドライン、コンプ
ライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムに基づき、取締役、執行
役員及び使用人に対し、定期的かつ継続的にコンプライアンス教育・研修を行い、当
社経営理念の精神及びその意味するところの意識付けを取締役、執行役員及び使用人
に徹底することにより、コンプライアンスが当社企業活動の礎であることについて、
取締役、執行役員及び使用人の理解を促します。又、取締役、執行役員及び使用人が
コンプライアンスに違反する行為を行ったと認められる場合には、就業規則に基づ
き、当該取締役、執行役員及び使用人に対し、適正な処分を行う等、コンプライアン
ス体制の構築、整備及び管理にあたります。
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ｄ．取締役会は、これらのコンプライアンスの状況を把握し、改善を図るため、業務執行
部門から独立した内部監査室を、取締役社長の直轄機関として設け、内部監査室に内
部監査規程及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施させ、その結果を被
監査部門にフィードバックさせるとともに、それを踏まえ、これらの体制を検証しま
す。

ｅ．監査役は、法令が定める権限を適正に行使するとともに、内部監査室及び会計監査人
と連携を行い、監査役会規程、監査役規程、監査役監査基準及び監査計画に基づき、
取締役の職務執行及び執行役員の業務執行に関わる監査を行います。

ｆ．取締役会は、コンプライアンス体制の充実及び強化を推進するため、使用人からコン
プライアンス上疑義のある行為について通報相談を受け付ける通報窓口を外部弁護
士及び外部会社保険労務士に設け、コンプライアンス違反を未然に防止し、早期発見
できるよう、内部通報制度を運営します。係る制度では、匿名での通報を認めるとと
もに、通報者に対して不利益な取扱いをしないことを保証します。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．取締役会は、株主総会、取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役及

び使用人が稟議規程等に基づき決裁を行った重要な文書について、適切に保存するた
め、文書管理規程を整備します。又、必要に応じて取締役、監査役及び会計監査人等
が閲覧、謄写可能な状態で管理を行います。

ｂ．取締役会は、これらの管理の総責任者にコーポレートプラットフォームカンパニー長
を任命します。

ｃ．監査役は、取締役の職務執行並びに執行役員及び使用人の業務執行に係る情報の作
成、保存及び管理の状況について、監査を行います。

ｄ．取締役会は、当社が持つ情報資産の安全性を確保し、当社の経営活動に有効かつ効率
的な活用に資するため、情報セキュリティ管理基本規程を定めるとともに、取締役会
は、情報セキュリティ管理の最高責任者にＩＴシステムプラットフォームカンパニー
長を任命し、情報資産の適正な管理を行います。

ｅ．取締役会は、取締役社長を通じて、これらの情報の保存及び管理に関する状況を把握
し、改善を図るため、内部監査室に内部監査を実施させ、その報告を踏まえ、これら
の体制を検証します。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．当社のリスク管理体制の礎として、リスク管理規程を定め、同規程に基づきリスク管

理委員会を設置するとともに、取締役会は、当社のリスク管理の総責任者に取締役社
長を任命し、全社に関わる横断的リスクの総括的な管理を行います。

ｂ．各カンパニー等におけるリスク管理責任者は、それぞれが各カンパニー等に整備する
リスク管理体制の下、担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析及び評
価したうえで適切な対策を実施するとともに、係るリスク管理状況を監督し、定期的
に見直します。

ｃ．重大性、緊急性若しくは不測の事態が発生、又はそのおそれがある場合には、リスク
管理委員会は取締役会に対し、ただちに報告するとともに、取締役会は遅滞なく対策
本部を設置し、損害の拡大又は発生を防止する措置を講じます。

ｄ．当社、子会社及び関連会社で構成される当社グループ各社（以下「グループ各社」と
いいます。）はそれぞれに関わるリスクを発見した場合には、遅滞なく当社リスク管
理委員会に報告をします。

ｅ．取締役会は、取締役社長を通じて、これらの損失の危険の管理に関する状況を把握
し、改善を図るため、内部監査室に内部監査を実施させ、その報告を踏まえ、これら
の体制を検証します。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．執行役員制度及びカンパニー制度を導入し、取締役会の意思決定機能及び監視・監督

機能の強化を図り、その業務執行責任を明確化します。
ｂ．取締役の職務執行を効率的に行うため、取締役会を毎月１回定時に開催するほか、適

宜臨時に開催します。
ｃ．取締役の職務執行並びに執行役員及び使用人の業務執行については、稟議規程、取締

役会付議基準、組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定め、その責任の所在及
び執行手続を明確にし、取締役、執行役員及び使用人は重要性に応じた意思決定を行
います。

ｄ．取締役会は、当社経営理念に基づき、将来の事業環境を見据えながら、中期経営計画
及び年度経営計画を策定し、取締役社長、執行役員及びカンパニー長は、その達成に
向けて職務を執行又は業務を執行し、取締役会において、その実績を報告します。
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ｅ．取締役会は、取締役の職務の効率性に関する総責任者に取締役社長を任命し、年度経
営計画に基づいた各カンパニー等の目標に対し、業務執行が効率的に行われるように
監視・監督を行います。

ｆ．取締役会は、取締役社長を通じて、これらの業務運営状況を把握し、改善を図るた
め、内部監査室に内部監査を実施させ、その報告を踏まえ、これらの体制を検証しま
す。

⑤　次に掲げる体制その他の当社及びそのグループ各社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制

ａ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
イ．取締役会は、関係会社管理の総責任者に取締役社長を任命します。
ロ．当社から主要なグループ各社に取締役を派遣します。
ハ．子会社に取締役、執行役員及び使用人を派遣する場合には、派遣先の子会社におけ

る職責を明確にするとともに、子会社内及び当社と子会社との間において必要な報
告・決裁が確実になされるような体制を構築します。

ニ．子会社において、当社取締役会の承認を必要とする事項については、当社から派遣
している取締役から、随時、当社のコーポレートプラットフォーム財務チームを通
じて報告を受けます。

ｂ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．子会社のリスク管理体制の礎として、子会社の取締役会をして、子会社のリスク管

理の責任者に子会社の取締役を任命させ、子会社の業務全般に関わる横断的リスク
の総括的な管理を行わせます。

ロ．子会社におけるリスク管理の責任者たる取締役には、各カンパニー等の長たる責任
者の協力の下、担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析及び評価し
たうえで、適切な対策を実施させるとともに、係るリスク管理状況を監督させ、定
期的に見直させます。

ハ．重大性、緊急性若しくは不測の事態が発生、又はそのおそれがある場合には、子会
社のリスク管理の責任者たる取締役に、子会社の取締役社長をして、遅滞なく取締
役会を招集及び開催させ、損害の拡大又は発生を防止する体制を整えるとともに、
遅滞なく当社に報告させます。
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ニ．前ハにかかわらず、子会社の取締役は、業務執行に関わるリスクを発見した場合に
は、遅滞なく子会社の取締役会に報告を行い、派遣取締役を通じて当社に報告する
ものとします。

ｃ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．子会社の取締役の職務執行を効率的に行うため、子会社の取締役会を毎月１回定時

に開催させるほか、適宜臨時に開催させます。
ロ．子会社の取締役の職務執行については、子会社において、稟議規程、取締役会付議

基準、組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定めさせ、その責任の所在及び
執行手続を明確にさせます。

ハ．子会社の取締役会には、当社グループ経営理念に基づき、将来の事業環境を見据え
ながら、子会社の中期経営計画及び年度経営計画を策定させ、子会社の業務執行取
締役には、その達成に向けて職務を執行し、子会社の取締役会において、その実績
を報告させるとともに、年１回、子会社の取締役社長をして、当社の取締役会にお
いて、その実績を報告させます。

ニ．子会社の取締役会には、取締役の職務の効率性に関する総責任者に子会社の業務執
行取締役を任命させ、子会社の年度経営計画に基づいた各所管部署の目標に対し、
職務執行が効率的に行われるように監督を行わせます。

ｄ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

イ．子会社の取締役社長が当社グループ経営理念の精神及びその意味するところの意
識付けを子会社の使用人に徹底することにより、コンプライアンスが当社及び子会
社の企業活動の礎であることについて、子会社の使用人の理解を促進します。

ロ．子会社の業務執行体制として、子会社の稟議規程、組織規程、職務権限規程及び業
務分掌規程により各所管部署の職務権限を明確にさせ、指揮命令系統を明らかにす
るとともに所管部署間の相互牽制を機能させます。

ハ．子会社のコンプライアンス体制の充実、強化を推進するため、子会社には、当社の
内部通報制度運用規程を準用させます。係る規程に基づき、子会社においても、匿
名での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱いをしないことを保証
します。
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ニ．子会社には、子会社の業務分掌規程に基づき、適正な業務執行を徹底させるととも
に、問題が発生した場合には、子会社の就業規則に基づき、適正な処分を行わせま
す。

ホ．当社内部監査室が内部監査規程及び内部監査計画に基づき、定期的に子会社の業務
執行状況の監査を行い、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、当
社の取締役社長及び取締役会に報告します。

ｅ．その他の当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

イ．当社の関係会社管理規程において、子会社における重要事項を当社の取締役会の付
議事項とする旨を定め、該当事項については、コーポレートプラットフォームカン
パニー長を通じて当社の取締役会に報告をさせます。

ロ．グループ各社の経営管理及び内部統制の推進を行うため、当社の各カンパニー長
は、所管する業務において、グループ各社への経営指導及び業務支援を行います。

ハ．グループ各社は、当社との連携及び情報共有を行いつつ、自社の規模、事業の性
質、機関の設計、自社の企業風土その他会社の固有性等を踏まえ、自律的に内部統
制システムを整備することを基本とします。

ニ．主要なグループ各社については、当社監査役を監査役に就任させ、又は当該グルー
プ各社の取締役及び監査役と連携し、当該グループ各社の業務の適正を確保する体
制を整備します。

ホ．主要なグループ各社に対して、当社内部監査室が定期的に内部監査を実施します。
へ．当社コーポレートプラットフォームカンパニー長は、グループ管理体制の強化及び

グループ各社における問題把握と調整を行います。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を必要に応じて置きます。その際の人員数、資格等
は、常勤監査役の判断にて決定します。

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項

ａ．監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限は、監査役の監査業務を補助す
る範囲内において常勤監査役に帰属し、取締役、執行役員及び使用人は指揮命令権限
を有しません。
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ｂ．監査役の職務を補助する使用人の任命、解任、人事考課、異動、賃金の改定等につい
ては、常勤監査役の同意を得たうえで決定します。

ｃ．監査役の職務を補助する使用人は、監査役会に出席し、監査役より指示された業務の
実施内容及び結果につき、報告を行います。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する
体制

ａ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ．取締役、執行役員及び使用人は、監査役の求めに応じて、遅滞なく業務執行状況の

報告をします。
ロ．取締役、執行役員及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある重要な事

実を発見した場合、遅滞なく監査役に報告をします。
ハ．監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人から、重

要事項の報告を受けるものとします。そのため、取締役、執行役員及び使用人は、
あらかじめ重要会議の日程を監査役に遅滞なく連絡し、出席の要請を行います。

ｂ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を
受けた者が当社の監査役に報告するための体制

イ．当社監査役は、当社の監査役監査基準に基づき、子会社に対して事業の報告を求め
ます。

ロ．子会社における他の会社の規程を準用する規程に基づき、子会社では、当社の内部
通報制度運用規程を準用し、当社の内部通報制度を採用します。子会社において、
当該制度を利用して通報があった場合、係る通報の概要について、子会社から当社
のコーポレートプラットフォームカンパニー長を通じて、当社の監査役に対して報
告されます。
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⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

ａ．当社は、内部通報制度運用規程において、前号の報告をした者が内部通報制度を利用
したり、内部通報制度運用規程に基づく調査において真実を述べたことを理由とし
て、前号の報告をした者に対し、いかなる不利益な取扱いも行ってはならないことを
定めます。

ｂ．当社は、前号の報告をした者が内部通報制度を利用したり、内部通報制度運用規程に
基づく調査において真実を述べたことを理由として、前号の報告をした者の職場環境
が悪化することのないように、適切な措置を講ずるものとします。

ｃ．前号の報告をした者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った取締役、執行役員
及び使用人がいた場合には、前号の報告をした者は、内部通報の窓口である外部の弁
護士又は外部の社会保険労務士を介して、当社の常勤監査役に対し、当該取締役、執
行役員及び使用人に対し適切かつ必要な措置を講じるよう請求することができ、これ
を受けた当該常勤監査役は、当該取締役、執行役員及び使用人に対し適切かつ必要な
措置を講ずるものとします。

⑩　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役規程その他の社内規程において、監査役は職務の執行について生ずる費用を会
社に対し、請求することと定めます。又、当社は、監査役からの請求により、監査役に
対し、係る費用を前払いすることと定めます。

⑪　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査役は取締役社長と適時会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行い

ます。
ｂ．監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に報告

を求めます。
ｃ．監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必

要に応じて会計監査人に報告を求めます。
ｄ．監査役会は毎月１回以上開催します。
ｅ．監査役は、監査の実施にあたり、必要と認める場合には、弁護士、公認会計士、弁理

士その他の外部専門家を独自の判断で起用できます。
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(2)　業務の適正を確保するための体制についての運用状況
当社の事業年度末日における本体制についての運用状況については、以下に記載のとおり

です。
①　コンプライアンスに関する取り組み

当社は、取締役会において制定した「コンプライアンスプログラム」の下、当社グル
ープ全役職員向けのコンプライアンス・セミナーを開催する等、役職員に対し定期的か
つ継続的にコンプライアンス教育・研修を行っております。セミナーの開催以外にも、
定期的にコンプライアンスに関するメールマガジンを配信することで、コンプライアン
ス意識の底上げを図り、コンプライアンス意識の浸透及び徹底を図ってまいります。

②　取締役の職務遂行の適正性及び効率性を可能ならしめる体制
取締役は「取締役会規程」に基づき、毎月１回定時取締役会を開催し、適宜臨時に開

催しております。執行役員制度及びカンパニー制度を導入し、取締役会の本来的機能で
ある意思決定機能及び監督機能の強化を図り、業務執行責任を明確にした迅速な業務執
行を行っております。

③　監査役の監査に実効性を確保するための体制
監査役は「監査役会規程」に基づき、毎月１回監査役会を開催し、「監査役規程」、

監査役監査基準及び監査計画に基づき、取締役及び執行役員の業務執行に関わる監査を
行っております。又、監査役は、その職務を補助すべき使用人として監査役会室を置
き、代表取締役やその他の取締役と監査上の重要課題について意見交換を行うととも
に、内部監査室や会計監査人に対して報告を求める等、関係各所と緊密に連携しながら
適切な監査を行っております。
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④　内部通報の実効性を高めるための体制
当社は、コンプライアンス体制の充実及び強化を図るため「内部通報制度運用規程」

を定め、その通報窓口を外部の弁護士又は外部の社会保険労務士に設けておりますが、
内部通報の窓口でないコーポレートプラットフォームカンパニー長に直接、通報相談が
あった場合でも、通報相談を受けたコーポレートプラットフォームカンパニー長は、
「内部通報制度運用規程」に準じて適切に取扱うよう定めております。又、「内部通報
制度運用規程」では、匿名での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱い
を禁止するほか、万一取締役や従業員が通報者に対して不利益な取扱いを行った場合に
は、常勤監査役が当該取締役や従業員に対して、必要かつ適切な措置を講ずることと
し、通報者の保護を図っております。

⑤　リスク管理に関する取り組み
当社は、「リスク管理規程」及び「リスク管理委員会規程」を定め、当社役員及び各

所管部署の長等を構成員とするリスク管理委員会を設置しております。当該委員会の
委員長であるコーポレートプラットフォームカンパニー長が、委員会開催の要否を毎月
確認し、必要がある場合は、随時開催をしております。各所管部署の長等が構成員とな
っていることを活かし、業務上のリスクを中心に議論を行っております。一方、取締役
会では、法務及び財務の専門家が構成員になっていることを活かし、法務リスク及び財
務リスクを中心に議論を行っております。なお、投融資に関しましては、投資委員会で
審議を行うことで、より一層のリスク管理の徹底を図ってまいります。

⑥　子会社管理体制の整備
当社は、子会社管理に関する規程として「関係会社管理規程」を定め、取締役を派遣

する際の職責を明確にするとともに、子会社からの報告については当社のコーポレート
プラットフォーム財務チームを通じて行われるよう徹底しております。又、子会社にお
いても当社同様のコンプライアンス体制を構築させるべくコンプライアンスに関する
各種規程、「内部通報制度運用規程」を準用することとしております。「関係会社管理
規程」に基づき子会社から事前承認事項についての事前承認を行ったり、又、内部監査
を実施する等、当社グループにおける効率的なモニタリングを実施しております。
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連結株主資本等変動計算書
（ 自　2018年10月 1 日

至　2019年 9 月30日 ）
（単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 780,363 3,627,749 2,153,071 △1,046,176 5,515,007

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △438,964 △438,964
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,639,720 1,639,720

自 己 株 式 の 取 得 △63 △63
自 己 株 式 の 処 分 830,445 215,686 1,046,132
連 結 子 会 社 の 増 資 に よ る
持 分 の 増 減 △60 △60
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － 830,385 1,200,755 215,623 2,246,765
当 期 末 残 高 780,363 4,458,135 3,353,827 △830,553 7,761,772

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 526,590 526,590 700 － 6,042,297
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △438,964
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,639,720

自 己 株 式 の 取 得 △63
自 己 株 式 の 処 分 1,046,132
連 結 子 会 社 の 増 資 に よ る
持 分 の 増 減 △60
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額 ) △391,351 △391,351 14,962 191,937 △184,450

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 △391,351 △391,351 14,962 191,937 2,062,314
当 期 末 残 高 135,239 135,239 15,662 191,937 8,104,612
(注)　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１． 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
連結子会社の数　　　　　　３社
連結子会社の名称　　　　　ジャパン少額短期保険株式会社

JBRあんしん保証株式会社
レスキュー損害保険株式会社

2019年４月にジャパン設立準備株式会社を設立し、当連結会計年度より連結の範囲に含めて
おります。なお、ジャパン設立準備株式会社は、2019年７月にレスキュー損害保険株式会社に
社名を変更しております。

(2）持分法の適用に関する事項
持分法適用の非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ジャパン少額短期保険株式会社及びレスキュー損害保険株式会社の決算

日は３月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決
算に基づく計算書類を使用しております。

(4）会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ．有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。）

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法によっております。
ｂ．たな卸資産

・商品　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
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・貯蔵品　　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

②　固定資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産
(リース資産を除く）

定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）は定額法）
によっております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につきまして
は、３年均等償却しております。
　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ６年～24年
機械装置及び運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ２年～20年

ｂ．無形固定資産　　　　　　　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ｃ．リース資産　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。

③　引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ｂ．賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連
結会計年度負担額に見合う額を計上しております。

ｃ．会員引当金　　　　　　　　生活会員からの申込により作業を加盟店に対して依頼した場
合、当社は加盟店に対して作業に係る外注費を支払っておりま
す。
　当該外注費の支払に備えるため、過去の発生実績率により見
込額を計上しております。

④　消費税等の会計処理　　　　　税抜方式を採用しております。
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⑤　繰延資産の処理方法
ａ．保険業法第113条繰延資産　保険業法第113条繰延資産の償却は、保険業を営む連結子会

社の定款の規定に基づいて行っております。
ｂ．社債発行費　　　　　　　　社債償還期間（７年間）にわたり定額法により償却しており

ます。
⑥　のれんの償却に関する事項　　のれんの償却については、５年間の定額法により行っており

ます。

２． 表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）に
基づく「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成30年
３月26日）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
（連結損益計算書）
　前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損」は金
額的重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。なお、前連結会計
年度の「営業外費用」の「その他」に含まれる「投資有価証券売却損」は1,248千円であります。

３． 連結貸借対照表に関する注記
(1）担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
投 資 有 価 証 券 1,442,840千円

計 1,442,840千円

②　担保に係る債務
社 債 (1年内償還予定の社債を含む)　　 1,395,000千円

計 1,395,000千円
上記の資産は、銀行との取引によって現在および将来負担する一切の債務の共通の担保に供してお
ります。
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(2）有形固定資産の減価償却累計額 257,627千円
上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

４． 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1）発行済株式の種類及び総数 普通株式 34,688,000株

(2）配当に関する事項
①　配当金の支払

決　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2018年12月20日
定時株主総会 普通株式 218,992千円 ７円 2018年９月30日 2018年12月21日

2019年５月10日
取締役会 普通株式 219,972千円 ７円 2019年３月31日 2019年６月11日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の

決議（予定) 株式の種類 配当金の
総額 配当の原資 １株当たり

配当額 基 準 日 効力発生日
（予定）

2019年12月26日
定時株主総会 普通株式 255,837千円 利益剰余金 ８円 2019年９月30日 2019年12月27日

(3）当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

普通株式 2,471,900株
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５． 金融商品に関する注記
(1）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引

は行わない方針であります。又、資金調達については、経営計画と照らして必要に応じて資金
を銀行借入等により調達することとしております。デリバティブ取引は、利用しておりません。

②　金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、当社グループと業務上の関係を有する企業の株式、純投資目的の株式及び

リスクの少ない投資信託に運用するものであり、発行体の財務状況や市場価格の変動リスク等
に晒されております。

長期貸付金は、取引先企業に対する貸付金であり、貸付先の信用リスクに晒されております。
差入保証金は、会員事業に係る保証金あるいは賃借不動産の保証金であり、取引先の信用リ

スクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。未払法人税等

につきましても、３ヶ月以内に納付期限が到来します。
借入金及び社債は、主に運転資金の資金調達を目的としたものであります。
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③　金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権及び差入保証金について、各部門における担当者が主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等
の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

連結子会社においても、当社と同様の管理を実施しております。
ｂ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、
市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

借入金及び社債については、担当部門における責任者が支払金利の変動を定期的にモニタ
リングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。

連結子会社においても、当社と同様の管理を実施しております。
ｃ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

連結子会社においても、当社と同様の管理を実施しております。
④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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(2）金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれており
ません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

① 現金及び預金 8,271,395 8,271,395 ―

② 売掛金 778,997

貸倒引当金 (※１) △3,817

775,180 775,180 ―

③ 投資有価証券 5,694,169 5,694,169 ―

④ 長期貸付金 50,000

貸倒引当金 (※２) △181

49,818 50,128 310

⑤ 差入保証金 123,413 125,331 1,918

⑥ 破産更生債権等 116,602

貸倒引当金 (※１) △116,602

― ― ―

資産計 14,913,976 14,916,205 2,228

① 買掛金 338,711 338,711 ―

② 短期借入金 300,000 300,000 ―

③ 未払法人税等 212,863 212,863 ―

④ 社債 (※３) 1,395,000 1,411,864 16,864

負債計 2,246,575 2,263,439 16,864
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(※１)売掛金及び破産更生債権等に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※２)長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している１年内回収予定の長期貸付金10,120千円

(連結貸借対照表計上額)が含まれており、これらに対応する貸倒引当金を控除しております。
(※３)社債には、流動負債の「その他」に含めて表示している1年内償還予定の社債210,000千円（連結貸借対

照表計上額）が含まれております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
① 現金及び預金、② 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

③ 投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、投資信託は取引金融機関等から提示さ

れた価格によっております。
④ 長期貸付金

長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッ
ドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

⑤ 差入保証金
差入保証金の時価については、契約期間及び契約更新等を勘案し、その将来キャッシュ・フローを国債

の利率により割り引いて算定する方法によっております。
⑥ 破産更生債権等

破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算
日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって
時価としております。

負 債
① 買掛金、② 短期借入金、③ 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。

④ 社債
社債の時価については、私募債であり市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び

信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

－ 19 －

連結注記表



（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等（※１） 389,782

差入保証金（※２） 772,240

（※１）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資
産③ 投資有価証券」には含めておりません。

（※２）返済期限が確定していない差入保証金は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見
積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産⑤ 差入保証
金」には含めておりません。

６． １株当たり情報に関する注記
(1）１株当たり純資産額 246円 94銭
(2）１株当たり当期純利益 51円 81銭

７． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

８． その他の注記
（重要な訴訟事件等）

当社は、当社の子会社であった株式会社バイノスに対し、金銭消費貸借契約に基づき金銭の貸
付を行っておりましたが、同社が2016年１月19日に福島地方裁判所郡山支部より破産手続開始
決定を受けたことから、その連帯保証人である同社の元代表取締役湯川恭啓氏を被告として、保
証債務の履行を求める民事訴訟を、名古屋地方裁判所に提起し、提出日現在係争中であります。

また、破産手続開始決定を受けた結果、バイノス株式が無価値になり損害を被ったとして、当
社は、湯川恭啓氏より110,000千円の損害賠償を求める民事訴訟を2019年７月11日に名古屋地
方裁判所に提起され、提出日現在係争中であります。
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株主資本等変動計算書
（ 自　2018年10月 1 日

至　2019年 9 月30日 ）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 780,363 823,485 2,811,142 3,634,628 1,151,779 1,151,779 △1,056,007 4,510,764
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △438,964 △438,964 △438,964
当 期 純 利 益 2,027,106 2,027,106 2,027,106
自 己 株 式 の 取 得 △63 △63
自 己 株 式 の 処 分 830,445 830,445 215,686 1,046,132
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 830,445 830,445 1,588,141 1,588,141 215,623 2,634,210
当 期 末 残 高 780,363 823,485 3,641,587 4,465,073 2,739,921 2,739,921 △840,383 7,144,974

評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 531,751 531,751 700 5,043,215
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △438,964
当 期 純 利 益 2,027,106
自 己 株 式 の 取 得 △63
自 己 株 式 の 処 分 1,046,132
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △398,252 △398,252 12,732 △385,520

当 期 変 動 額 合 計 △398,252 △398,252 12,732 2,248,690

当 期 末 残 高 133,498 133,498 13,432 7,291,905
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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１． 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1）有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式 　移動平均法による原価法によっております。
②　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差
額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっ
ております。)

時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法によっております。
(2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品　　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

②　貯蔵品　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

(3）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
　　(リース資産を除く)

定率法（ただし建物（建物附属設備を除く。）は定額法）によっ
ております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備
については、定額法を採用しております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につきましては、
３年均等償却しております。
　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ６年～24年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ２年～20年

②　無形固定資産　　　　　　定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③　リース資産　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。
(4）引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年
度負担額に見合う額を計上しております。
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③　会員引当金　　　　　　　生活会員からの申込により作業を加盟店に対して依頼した場合､
当社は加盟店に対して作業に係る外注費を支払っております。
　当該外注費の支払に備えるため、過去の発生実績率により見込額
を計上しております。

(5）消費税等の会計処理　　　　税抜方式を採用しております。
(6）繰延資産の処理方法

社債発行費　　　　　　　　社債償還期間（７年間）にわたり定額法により償却しております。

２． 表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）に
基づく「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成30年
３月26日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

３． 貸借対照表に関する注記
(1）担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
投 資 有 価 証 券 1,442,840千円

計 1,442,840千円

②　担保に係る債務
社 債 (1年内償還予定の社債を含む)　　 1,395,000千円

計 1,395,000千円
上記の資産は、銀行との取引によって現在および将来負担する一切の債務の共通の担保に供してお
ります。
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(2）減価償却累計額
有形固定資産 252,482千円

上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 16,173千円
長期金銭債権 39,880千円

４． 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高 175,783千円
売上高 20,975千円
売上原価 95,399千円
その他 59,409千円

営業取引以外の取引高 918,738千円

５． 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,708,341株
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６． 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 119,924千円
投資有価証券評価損 108,364千円
関係会社株式評価損 31,060千円
貸倒引当金 36,930千円
会員引当金 39,648千円
賞与引当金 16,120千円
資産除去債務 18,005千円
減損損失 18,651千円
子会社株式売却益 48,263千円
その他 16,097千円

繰延税金資産小計 453,067千円
評価性引当額 △194,394千円
繰延税金資産合計 258,672千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 58,862千円
資産除去債務に対応する除去費用 11,164千円

繰延税金負債合計 70,026千円
繰延税金資産の純額 188,645千円
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７． 関連当事者との取引に関する注記
（単位：千円）

種 類 会社等の名称
議決権等の
所 有 (被 所
有)割合(％)

関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子 会 社
ジ ャ パ ン
少額短期保険
株 式 会 社

100.0
当社と代理店委
託 契 約 を 締 結
事 務 所 の 賃 貸
役 員 の 兼 務

有 償 減 資 1,000,000 ― ―

配当金の受取 200,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）有償減資の取引金額は、子会社が行った有償減資の金額を記載しております。

８． １株当たり情報に関する注記
(1）１株当たり純資産額 228円 00銭
(2）１株当たり当期純利益 64円 05銭

９． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

10． その他の注記
（重要な訴訟事件等）

連結計算書類　８. その他の注記（重要な訴訟事件等）参照

－ 26 －

個別注記表


